








































各施策の目標と参考指標

　各施策の進捗状況や達成状況を計る指標として、次のとおり目標及び参考となる指標を設定し

ました。目標値については、本計画の最終年である令和９年度を目標年度として設定しています。
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※1　可児市教育大綱
　可児市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針であり、総合教育会議におい

て市長と教育委員会の協議を経たうえで、市長が策定する。

※２　「笑顔の“もと”」プログラム
　「コミュニケーション能力」「人間関係を築く力」「強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身につける力」等を身につ
け、良好な人間関係をつくりあげていくことを目的としたプログラム
※３　非認知能力
　ＩＱ（知能指数）テストや学力テストなどによる数値化が可能な「認知能力」に対して、可視化することができない多様な人間力を指
す。具体的には継続して物事に向き合い成し遂げる力（グリット）や困難な状況にもしなやかに適応できる力（レジリエンス）など、生き
ていくうえで欠かせないスキル
※４　ココロとカラダワークショップ
　可児市文化創造センターが開催している「アーラのおすすめ学校プログラム」の中の１つ。教育プログラムに長けたアーティストが学
校やスマイリングルームを訪れ、演劇やダンスの要素を取り入れたゲームなどを児童生徒に実施する。活動を通して、児童生徒が表現す
ることの楽しさを体験し、コミュニケーション能力を向上させていくことをねらっている。
※５　かにっこ英語「サマースクール」
　市内全小学校の５・６年生を対象にして、市内地区センターにおいて、夏休み期間に子どもたちが外国人と、または子ども同士で英語に
よるコミュニケーション活動を楽しむことを目的に実施。中学生もボランティアとして参加している。
※６　幼保小連携推進会議
　幼児期から児童期への円滑な移行の実現のために、幼稚園及び保育園並びに小学校における相互の連携の確保及び推進を図るこ
とを目的として、各関係機関代表で構成された組織。幼保小連携推進協議会の上位組織にあたる。
※７　接続期カリキュラム
　幼児期の教育から小学校教育への円滑な接続を図るために、幼児期の学びを小学校の学びにつなげるためのカリキュラム
※８　個別の教育支援計画
　障がいのある児童生徒一人一人のニーズを把握し、長期的な視点で支援していくという考えのもと、学校が中心となって関係機関と
連携し、的確な教育を行うための計画
※９　個別の指導計画
　個別の教育支援計画をふまえ、教育課程を具体化し、一人一人の教育的なニーズに応じた指導目標、内容、方法などをまとめた計画
※10　インクルーシブ教育
　インクルーシブは、障がいのある者とない者が分け隔てられずに、共に学ぶ機会が保障されているという概念。インクルーシブ教育
においては、障がいのある者が一般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活する地域に初等中等教育の機会が与えられるこ
と、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされている。
※11　通級指導教室
　小・中学校の通常の学級に在籍している言語障がい、情緒障がい、弱視、難聴などの障がいがある児童生徒のうち、比較的軽度の
障がいがある児童生徒に対して、各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障がいの状態に応じた特別の指導を行う
教育形態
※12　ＮＲＴ
　Ｎorm　Ｒｅferenced　Ｔestを略したもの。全国標準に照らして客観的に学力を把握するための標準学力検査
※13　Ｑ－Ｕアンケート
　Ｑuestionnaire－Ｕtilitiesを略したもの。教員の日常観察や面接による児童生徒の理解の限界を補い、個々の状態及び学級の状態
を理解するための、客観的で多面的な資料を提供することを目的としたアンケート調査

※14　スクールサポーター
　学級でのティームティーチングや相談指導の支援などを行うために各校に配置された非常勤講師。児童生徒の学習支援や発達障が
いなどのある児童生徒の支援を行う「スクールサポーター」と、外国籍児童生徒の支援を行う「通訳サポーター」がある。

用語解説
※15　スマイリングルーム
　不登校の児童等への教育支援（通級教室、体験学習等）を行う教育支援センター。「スマイリングルーム」は可児市の教育支援セン
ターの通称
※16　要保護・準要保護就学援助制度
　生活保護を必要とする世帯または生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費、修学旅
行費など、一定の援助を行う支援制度
※17　スクールカウンセラー
　児童生徒の不登校や校内での様々な問題行動等の対応に当たり、専門的な心理学的知識を活用して心理相談業務に従事する心理
職専門家
※18　スクールソーシャルワーカー
　教育の分野に加え、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有し、問題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒がおかれた環境
への働きかけや関係機関等とのネットワークの構築など、多様な支援方法を用いて問題解決への対応を図る人材
※19　ＡＬＴ（Assistant Language Teacher）
　外国語を母国語とする外国語の指導助手。学校での外国語授業の補助を行う。
※20　ばら教室ＫＡＮＩ
　市立小中学校へ就学する外国籍児童生徒を対象として、各学校に籍を置きながら学校教育で必要な生活指導や初期的な日本語指
導を集中的に行い、学校の国際教室へ通学するまでの支援を行う。
※21　学校いじめ防止基本方針
　可児市子どものいじめの防止に関する条例に規定する事項をより具体的にするために、学校ごとにいじめ防止に対する基本的な考え
方や、具体的な取組、対策等をまとめたもの。
※22　いじめ防止専門委員会
　学校だけでは解決が困難ないじめ問題に対し、専門家が客観的な立場から調査、調整等を行うための機関
※23　キャリア・パスポート
　児童生徒が小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心と
して、各教科と往還し、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り帰ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工
夫されたポートフォリオのこと。
※24　コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）
　学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能になる制度
※25　学校安全サポーター
　小学校の登下校時の見守り活動や校内警備にあたるために配置される人
※26　キッズクラブ
　放課後又は休業日において、保護者等がいない家庭の児童の保育を行う児童クラブを、平成25年度から対象学年を小学校６年生ま
でに拡大し、長期休暇期間のみの入室も可能とした上で、名称をキッズクラブに改めた。
※27　可児市公共施設等マネジメント
　可児市が現在保有している公共施設のあり方について効率的な管理運営や安全安心に向けた具体的な計画づくりを進めていくため
の考え方
※28　学校所員会
　可児市教育委員会が各小中学校の教員１人を教育研究所の所員として委嘱し、市の教育課題に対する研究実践を依頼している。
※29　総合教育会議
　地方公共団体の長と教育委員会が教育行政の大綱や重点的に講ずべき施策等について協議・調整を行うための会議
※30　三次支援
　一斉指導に参加させるために行う個別の特別な支援、または、一斉指導と並行して行う個別のプログラムによる支援
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笑顔の学校
え が お が っ こ う

「笑顔の“もと”」を育む「笑顔の“もと”」を育む
（第3期可児市教育振興基本計画）

令和6年度〜令和9年度

可児市教育委員会

笑顔の“もと”ロゴマーク
　令和４年度に市内すべての市立中学校2年生生徒に美術の授業の中で考えてもらい、

市民投票、選考会を経て決定したロゴマークです。

　このロゴマークには、“もと”から種（たね）をイメージし、

笑顔が種になっていてそこから芽が出て、１人が笑顔になると

周りの人も笑顔になるという思いが込められています。


